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資料６ 

令和６年度第１６回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和６年１１月１９日 

                    担当部・課：産業部商工課〔内線３５２４〕 

① 件  名 

産業競争力強化法の改正に伴う石巻市損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関す

る条例の整理について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

  石巻市損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例については、信用保証

協会が産業競争力強化法の規定に従って求償権を放棄又は譲渡しようとする場合に本市においても

当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利を放棄する要件を定めている。 

令和６年６月、産業競争力強化法の一部が改正されたことにより、本条例を見直す必要が生じた。 

 

【目的】 

  関係法令の改正に伴い、関係する条例の一部を改正するもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

 石巻市損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例（平成２４年条例第２号） 

 産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

 第３章 地域資源を活かして元気産業を創造するまち 

  第１節 石巻独自の技術開発や新産業を創出する 

   ４ 地域を支える商工業の振興を図る 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 令和６年６月 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を

改正する法律（令和６年法律第４５号）の公布による産業競争力強化法の一部が改

正（施行期日：令和６年９月２日） 

⑤ 主な内容 

 産業競争力強化法の改正に伴い、引用する条文の項ずれを改める。 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

 法令の改正に伴い関係条例を整理することにより、適正な運用が図られる。 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 同様の条例を定めている他自治体でも改正が行われる。 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 令和６年１２月 市議会第４回定例会に石巻市損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放

棄に関する条例の一部を改正について提案 

（施行予定年月日：公布の日から施行） 

⑨ その他 

 

 


